
【支  給  日】６月10日（水） 

【支給該当月】２月～５月分 

【支給方法】指定口座へ振り込み（支給日の午後４時以降に入金をご確認ください） 

児童手当の受給には現況届の提出が必要です。受給者には、５月末に通知しますので、６月末日ま

でにこども未来課（ｉプラザ３階）または各支所へ必ず提出してください。なお新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため、できる限り郵送で提出をお願いします。 

募集団地 部屋タイプ 戸数 応募可能な世帯人数 

北野団地 3ＬDK ３ ３人以上 

二番町団地 3DK １ ２人以上 

再開発住宅 2ＬDK １ ２人以上 

再開発住宅 3ＬDK １ ３人以上 

竜洋豊岡団地 1ＬDK １ １人以上 

竜洋豊岡団地 ２ＬDK １ ２人以上 

竜洋豊岡団地 3ＬDK １ ３人以上 

【受付期間】 令和 2年 6月 1日（月）～6月5日（金） 

【申 込 み】 建築住宅課（西庁舎2階）へ 

現在の受給者証の有効期限は、6月30日(火)です。受給者証をお持ちの方には更新案内等のお知

らせを送付しますので、こども未来課（iプラザ3階）で手続きをしてください。 

現在ひとり親で受給者証をお持ちでない方も、世帯全員の令和元年分所得税が非課税の方や、所得

税が課税されていても扶養控除見直し前の計算や寡婦（夫）控除のみなし適用をした結果、受給対象

者となる場合があります。6月中旬以降に、こども未来課窓口へご相談ください。 

◆◇◆自動車税の納付期限：６月１日（月） 金融機関・郵便局・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ 
問い合わせ：いわた財務事務所 課税課 Tel：0538-37-2211 

総住民数  169,673 人 

ブラジル人   4,840 人

2020年 3月末日

ⓒ磐田市 

磐田市イメージキャラクター 
◆◇◆ 磐田市では「心と心の通い合うまち」を進めています ◆◇◆

広報いわた 5月号（日本語訳）

ポルトガル語版

5月16日～6月13日
2020年 5月 No.178 

6 月は児童手当支給・現況届提出の月 

問い合わせ先：建築住宅課（西庁舎2階） Tel：0538-37-4851   Fax：0538-33-2050 

問い合わせ先：こども未来課（ｉプラザ３階） Tel：0538-37-4896   Fax：0538-37-4631

市営住宅の入居者を募集 

母子家庭等医療費助成の更新申請のお知らせ 

問い合わせ先：こども未来課（ｉプラザ３階） Tel：0538-37-4896   Fax：0538-37-4631

市税等納期限 個人市県民税 （1期） ６月３０日（火） 



静岡県がスマートフォン向けアプリケーション「静岡県防災」ポルトガル語版の提供を開始しまし

た。豪雨等による災害発生前の避難行動を促す各種緊急情報の通知をはじめ、平常時の災害への備え

として、ハザードマップの確認、防災知識の習得や避難トレーニングなど、災害から命を守るために

役立つ機能を幅広く備えています。 

◆◇◆児童福祉週間 5 月 5日（火）～5月11日（月） 

「児童福祉週間」は子どもや家庭、子どもの健やかな成長について 

国民全体で考えることを目的に、昭和22年に定められました。◆◇◆
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災害時に役立つ県の防災アプリ紹介 

問い合わせ先：静岡県 危機管理課（静岡市葵区追手町9-6） Tel：054-221-3694   Fax：054-221-3252

☆いわたホッとライン：携帯電話やパソコンなどでポルトガル語の情報を受け取りましょう！☆ 
磐田市からのお知らせや、救急医療機関・イベント情報を配信するシステムです。登録手順は、 

こちらをご覧ください。 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/1005523.html.

◆問い合わせ：地域づくり応援課  Tel：0538-37-4811／Fax：0538-32-2353

【内 容】今年度の医療費通知の 

発送予定をお知らせいたします。 

なお、事情により変更する場合が 

あります。また、医療費通知の 

再発行は行っておりませんので、 

確定申告等の医療費控除に 

使われる方は、大切に保管して 

おいてください。 

問い合わせ先：国保年金課（本庁舎１階） Tel：0538-37-4833   Fax：0538-37-4723 

国民健康保険の医療費通知 

 送付月（予定） 診療年月 

１回目 令和２年 ８月上旬 令和２年  １～２月分 

２回目 令和２年 ９月上旬 令和２年  ３～４月分 

３回目 令和２年１０月上旬 令和２年  ５～６月分 

４回目 令和２年１１月上旬 令和２年  ７～８月分 

５回目 令和３年 １月上旬 令和２年 ９～１０月分 

６回目 令和３年 ３月上旬 令和２年１１～１２月分



【申請場所】福祉課（ｉプラザ3階）、各支所市民生活課 市民生活グループ 

【対 象 者】人工呼吸器、酸素濃縮器等の電気式医療機器を使用する重度身体障害者及び難病患者。 

【内    容】非常用電源装置等（発動電気、蓄電池、DC/ACインバーター（カーインバーター）等）、

      電気式医療機器用外部バッテリー。 

【持 ち 物】障害者手帳等、医師の診断書、認印、見積書、カタログ。 

【そ の 他】市役所本庁舎では手続きできませんのでご注意ください。また、購入前の事前申請が必要 

      です。詳細は、福祉課障害福祉グループへお問い合わせください。 

・次の症状がある方は、相談窓口にご相談ください。 

①風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が4日以上続いている方 ②強いだるさ息苦しさがある方 

※高齢者や妊婦、基礎疾患がある方は、「2日以上」続く場合 

 ～日本語が話せる方・身近な人に通訳が頼める方～ 

 相談窓口：西部保健所帰国者・接触者相談センター    T e l：0538－37－2255 

      月曜日～金曜日 午前 8時 30分～午後5時15分 

 ～日本語での会話ができない方～ 

 相談窓口：カメリア（静岡県多文化共生総合相談センター）T e l：054－204－2000 

      火曜日・金曜日 午前 10時～午後4時 
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不正大麻・けし撲滅運動の実施について 

重度障害者等防災用具給付事業の対象者・対象品目を拡大します 

問い合わせ先：福祉課（ｉプラザ３階） Tel：0538-37-4919   Fax：0538-36-1635 

１ 掲載記事の内容 

静岡県では、毎年５月から６月にかけて不正大麻・けし撲滅運動 を実施しています。 

不正けしは、麻薬（あへん）の原料となるため、法律で栽培・採取が厳しく規制されています。 

不正大麻・けしを許可無く栽培していた場合、処罰を受けることがあり、また観賞用として栽培して

いる場合でも処罰の対象となります。自宅や近所の庭や畑等において、不正大麻・けしと疑われるもの

を発見した場合は、最寄りの保健所まで連絡をお願いします。 

なお、電子メールで生育場所と写真等を送付していただければ鑑定します。 

（E-mail：kfseibu-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp） 

２ 主なけしの種類 

(1) アツミゲシ（セティゲルム種） 

花の色は紫色（中央が濃い紫色、外側は薄紫色）が多い。花びらは４枚。 

葉が茎を抱き込むように、互いちがいに付いている。 

開花期の草丈は50～100cmになります。 

(2) ケシ（ソムニフェルム種） 

鮮やかなピンク色の多数の花びらがついた八重咲きが多い。 

一重咲きは花 びらが４枚で色は赤、桃、紫、白など。 

葉が茎を抱き込むように互いちがいに付いている。茎や葉は白味を帯びた 

緑色で、毛はほとんど無い。開花期の草丈は100～160cmになります。 

市町名 担当窓口 

磐田市・袋井市・森町

静岡県西部保健所衛生薬務課 

（静岡県磐田市見付3599－4） 

T e l：0538-37-2247 

Fax：0538-37-2603

３ 市町別担当窓

口

新型コロナウイルス相談窓口 



【対  象】 磐田市に住所を有する40歳以上の方（年度末） 

【受診費用】 結核・肺がん検診（胸部レントゲン撮影） 無料  

       喀痰検査希望者 700円 但し、受診日の年齢が７５歳以上の方は500円 

       大腸がん検診（検便） 500円 

【そ の 他】 今後の予定 豊岡地区７月 豊田地区９月 磐田地区１０月 

     ※新型コロナウイルスの影響により福田地区について、中止・延期となる場合があります。 

       竜洋地区については、新型コロナウイルスの影響により中止となりました。 

〇福田地区巡回日程表（案） 

日時 会場 時間 日時 会場 時間 

6 月 5日

（金） 

健康福祉会館（ﾘﾌﾚ U） 9:00－10:00 
6月12日（金）

大原公民館 14:00－15:00 

新田児童遊園 10:30－11:30 屋内ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 東側駐車場 15:30－16:30 

昭和公民館 13:00-14:00 
6月17日（水）

雁代公民館 14:00-15:00 

本田公民館 14:30-15:30 11 番組公民館 15:30-17:00 

6 月 8日 

(月) 

福田支所 9:00-12:00 6月18日（木）
豊浜交流センター 14:00－15:00 

福田支所 15:30－18:00 

石田公民館 13:30－14:30 
6月23日（火）

六社神社 9:00－12:00 

6 月 10日

（水） 

東小島公民館 9:30－10:00 大島公民館 13:30－15:30 

福田南交流センター 10:30－11:30 
6月29日（月）

蛭池公民館 14:00－14:30

豊浜中野公民館 13:00－15:00 一番組公民館 15:00－16:00 

★急患センターでの診療は急で比較的軽い症状の受診になります。 

▶ところ：磐田市急患センター（上大之郷51）Tel：0538-32-5267

※上記の時間以外は、磐田市立総合病院へ 

▶診療時間／9:00～12:00 

★休日救急歯科診療は医師の都合などで変更することがあります。 
確認は、磐田消防署ダイヤル医療情報Tel：0538-37-0124 へ。 

担当医師：鈴木東洋

▶と き：5月 24日（日）10:00～12:00 
▶ところ：磐田市立総合病院（大久保512-3）Tel：0538-38-5000 

3 （日） 新村歯科医院 磐田市見付2783-10 0538-37-5100 

4（月・祝日） 西尾歯科医院 磐田市中泉1944-1 0538-32-2614 

5（火・祝日） 木瀬歯科医院 磐田市森下30-2 0538-35-4803 

 6（水・祝日） たかやなぎ歯科医院 磐田市千手堂547-1 0538-33-0555 

17 （日） 磐田市立総合病院歯科口腔外科 磐田市大久保512-3 0538-38-5000 

地域連携小児休日診療 

夜間・休日急患診療

5月の休日救急歯科診療 

★★★ 外国人情報窓口 ☎0538-37-4785 開庁時間8:30～17:15 ★★★

日曜・祝日・年末年始 毎 日 

受付時間 8:45～11:30 ・ 13:45～16:30 19:15～22:00 

診療時間 9:00～12:00 ・ 14:00～17:00 19:30～22:30 

診療科目 内科・小児科・外科 内科・小児科 
★夜間の外科診療はできません 
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発行：磐田市役所 地域づくり応援課 地域支援グループ  Tel：0538-37-4811 

広報広聴・シティプロモーション課  Tel：0538-37-4827 〒438-8650 磐田市国府台3-1 

★磐田市役所のいろいろな取り組みのひとつとして、広報いわたを通じて、日常生活に必要な情報をポルトガル語

で提供しています（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでもご覧になれます：https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/info/index.html）
広報をよりよくしていくために、みなさまの声をお聞かせください：chiiki-ohen@city.iwata.lg.jp 

結核・肺がん、大腸がん検診（福田地区）

問い合わせ先：健康増進課（ｉプラザ３階） Tel：0538-37-2011   Fax：0538-35-4586 


